
コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 
 
 
 
【原則３－１．情報開示の充実】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（1）経営理念・経営計画 

様々なステークホルダーの期待に応え企業価値の向上や持続的な成長を図るため、企

業理念や中期経営計画を定め、当社ウェブサイトで公開しております。 
・企業理念（パーパス・ビジョン・ミッション・バリュー）  

https://www.marubun.co.jp/corporate/philosophy/ 
・中期経営計画  

https://www.marubun.co.jp/ir/management/management_plan/ 
 

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組、方針を定めた

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社ウェブサイトに掲載して

おりますので、ご参照ください。 
https://www.marubun.co.jp/ir/management/governance/ 

 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公

正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コード

の各原則において開示を求めている事項のほか、）以下の事項について開示し、主体 
的な情報発信を行うべきである。 
 
（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 
（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する   

基本的な考え方と基本方針 
（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 
（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての 

方針と手続 
（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の   

指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明 

https://www.marubun.co.jp/corporate/philosophy/
https://www.marubun.co.jp/ir/management/management_plan/
https://www.marubun.co.jp/ir/management/governance/


（3）取締役の報酬決定方針と手続き 
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等については、業務執行取締役と

しての職責・役割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向

上に資するような内容・水準とします。その額は、株主総会において決議された報酬

枠の範囲内で、その役位や職務内容と、対象期間の期待貢献度及び連結業績等を考慮

し決定します。当該報酬の総額、報酬体系、算定方法の枠組みについては、社外取締

役を構成員とする指名・報酬委員会の助言・同意を得た上で、取締役会で決定します。 
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬については、指名・報酬

委員会の助言・同意を得た上で、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役社長

が決定します。なお譲渡制限付株式報酬に係る個人別の割当株式数の決定は、取締役

会の決議によるものとします。 
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬枠の範

囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内容等を考慮し監査等委員会

の協議で決定します。 
 

（4）取締役の選任・指名、解任の方針と手続き 
取締役候補者は、当社の取締役会が定める選任基準に基づき、人格、見識、能力およ

び経験・実績等を総合的に勘案し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上

に資する者を選定しております。取締役に重大な法令・定款違反があった場合や取締

役が選任基準の要件を欠くことが明確になった場合等は、当該取締役の解任を検討す

るものとしております。 
取締役の選解任は、指名・報酬委員会の助言・同意を得た上で、取締役会で議案を決

定し、株主総会に提案しております。 
 
（5）取締役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明 

取締役候補者の選任理由につきましては、「定時株主総会招集ご通知」の参考書類に

記載しております。 
当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。 
https://www.marubun.co.jp/ir/events/generalmeeting.html 
 

https://www.marubun.co.jp/ir/events/generalmeeting.html

